
みずほダイレクトアプリ利用規定 

（削除する文言は赤字、追加する文言は青字とする） 

条番号 変更前（現行） 変更後 

第 2 条 サ

ービス内容 

3．バックアップ・復元サービス  

（1）本アプリを利用して登録した情

報（以下、「登録済情報」といい

ます。）を、高機能携帯電話端末

に装備された記録媒体に記録し、

当該記録媒体を他の高機能携帯電

話端末に装備して本アプリを当該

他の高機能携帯電話端末にインス

トールすることで、当該他の高機

能携帯電話端末において当行所定

の操作を行うことにより登録済情

報が登録されるサービスです。 

（2）一部の高機能携帯電話端末で

は、バックアップ・復元サービス

を利用することができません。ま

た、高機能携帯電話端末の状況等

により、バックアップ・復元を利

用いただけない場合があります。 

 

3．バックアップ・復元サービス  

（1）本アプリを利用して登録した情報（以下、「登録

済情報」といいます。）を、高機能携帯電話端末に

装備された記録媒体に記録し、当該記録した登録済

情報を他の高機能携帯電話端末に移行する手続きを

した上で当行所定の操作を行うことにより、当該他

の高機能携帯電話端末に登録済情報が登録されるサ

ービスです。 

（2）一部の高機能携帯電話端末では、バックアップ・

復元サービスを利用することができません。また、

高機能携帯電話端末の状況等により、バックアッ

プ・復元を利用いただけない場合があります。 

 

第 3 条 本

人確認等 

3．復元パスワード  

（1）バックアップ・復元サービスの

利用にはパスワード（以下、「復

元パスワード」といいます。）が

必要になります。 

（2）復元パスワードは、お客さま自

身で設定することとし、本アプリ

をインストールした高機能携帯電

話端末において当行所定の操作を

行うことにより設定してくださ

い。復元パスワードとして、生年

月日や電話番号、同一数字等他人

から推測されやすい番号を指定す

ることは避けてください。 

（3）バックアップ・復元サービスの

利用に際しての本人確認は、お客

さまが本アプリをインストールし

た高機能携帯電話端末に入力した

復元パスワードと設定された復元

パスワードが一致することが本ア

プリ上で確認されることにより行

うものとします。 

 

（4）前号の方法に従って本人確認が

実施され、バックアップ・復元サ

3．復元パスワード  

（1）バックアップ・復元サービスの利用にはパスワー

ド（以下、「復元パスワード」といいます。）が必

要になります。 

（2）復元パスワードは、本アプリをインストールした

高機能携帯電話端末において当行所定の操作を行う

ことにより設定してください。 

（3）バックアップ・復元サービスの利用に際しての本

人確認は、お客さまが本アプリをインストールした

高機能携帯電話端末に入力した復元パスワードと設

定された復元パスワードが一致することが本アプリ

上で確認されることにより行うものとします。 

（4）前号の方法に従って本人確認が実施され、バック

アップ・復元サービスが利用された場合は、復元パ

スワードにつき盗用その他の事故があっても当行は

当該取引を有効なものとして取り扱います。 

（5）当行は復元パスワードを保管しません。お客さま

が復元パスワードを失念した場合、再度、登録済情

報を高機能携帯電話端末に装備された記録媒体に記

録し直してください。 

（6）前各号のほか、復元パスワードの管理について

は、みずほダイレクト規定第 2 条第 3 項の規定を

準用します。 



ービスが利用された場合は、復元

パスワードにつき盗用その他の事

故があっても当行は当該取引を有

効なものとして取り扱います。 

（5）当行は復元パスワードを保管し

ません。お客さまが復元パスワー

ドを失念した場合、再度、登録済

情報を高機能携帯電話端末に装備

された記録媒体に記録し直してく

ださい。 

（6）前各号のほか、復元パスワード

の管理については、みずほダイレ

クト規定第 2 条第 3項の規定を

準用します。 

な し （ 利

用 規 約 最

後尾） 

（2025 年 7 月 28 日現在） （2025 年 12 月 11 日現在） 

 


